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斡国では， 1990年11月5日“西海岸安眠島に”核廃棄物処理場施設構想、に対

し，人口 5千の安眠島住民の中で中高校生99%が登校拒否をし，住民反対デモ

は，兵器庫 ・警察署 ・官用車両に放火 ・役所占拠 ・官吏投致暴行 ・公共施設破

壊 ・投入警察隊への火焔投棄などの5日間の激烈なデモとなり，これらは，結

局，官僚主義 ・権威主義が今日の民主化を無視し，崩壊させた事例である。地

域社会の主役は住民であり， 地域住民の社会的意志決定こそが地域政策であ

る。「誰の為の公益事業か」経済成長のみが社会問題に役立つと考えるのは大

きな誤りである。単純に共産主義の挑戦や， 「第3世界の面前における政治経

済体制の競争でもないし，」また単に国防の絶対的必要性だけのものでもない。

その目的には，健全な国内的理由が必要である。たとえば，豊かな生活空間を

形成するための 「ウォーターフロ ント開発と港」の体系的配置，“ウォーター

フロン卜と港湾アメニティの向上”によるという具体的推進方策を検討して行

くべきである。

ウォーターフロン卜を大都市圏域構造の変化のなかに位置づけ Portpia（港

湾理想化〉の多極化に対応できるウォーターフロン 卜と海洋環境保存を並立し

た沿岸域の総合計画管理により，市民生活と行政システムの定立が試行される

べきである。

ウォーターフロントをめぐる市民運動と行政システム改革は，単なる物流接

点としての港湾でなく，産業と都市生活をより有機的に連結できる体系的な港

湾再配置をテコとした自発的市民運動が必要である。ウォーターフロン 卜管理

と自然保全運動を通じての豊かな都市生活機能の開発がなされるべきである。

港 ・ウォーターフロン ト開発による市民生活と行政システムの定立のために政

府機関，関係組織およびその市民との相互理解，市民との協力による港湾行政

が必要である。日本国の港湾法成立に際しての同法の解釈には，港湾は地方住

民のものであると明言し，国は港湾の第一線から退き，港湾の主人公がその港

湾に最も身近な利害関係を有し，その開発に情熱と愛情をめざす地域住民であ
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るという従来とは根本的に異なる理念、が確立したのである(I）。

II 韓国沿岸の特殊性

韓国は1910年8月29日，韓 ・日合邦条約により国権を喪失することによ って

韓国の海運は日本の海運に隷属し，統治による潰滅政策が進められた1912年，

朝鮮郵船側が設立され，第2次世界大戦の時には国家総動員による戦時海運管

理令などでようやく命脈だけを維持してきた海運資本ないし海運企業さえも日

本統制下で徴発され， 2次大戦中に消滅，あるいは日本港域に回航し， 8.15光

復以後南斡地域に残っていた船は大部分が木造船であったのである（2）。

先進諸国の港湾建設および運営は民間企業の一部として運輸事業と共に発展

してきたが，韓国の港湾は日本の大陸進出政策により，国家が建設運営する固

有 ・国営の原則に立脚したものであった。

先進諸国においては，港湾を独占した財閥を含めて民間企業群が形成され，

その集団が港湾運営の主体的役割を担当している場合が多いが，韓国の港湾で

はブルジョアジー的性格を帯びた群小業者が乱立し，港湾発展のための主体勢

力が形成されなかった（3）。

また先進諸国の港湾は初期から企業原則による利潤追求が主な目標であるの

で，公企業への転換が簡単であるが，韓国港湾は当初より公共性を強調し過ぎ

て企業性についての考慮、が全く欠如していたと見ることができる。第2に，行

政的条件としては，先進諸国においては行政的にも自治制度がとくに成熟して

おり，港湾自治においてもその公共特性に適合する PortAuthority制度が発

展したが川韓国では地方自治制度が港湾自治形態の PortAuthority制度に

転換することは困難であった。また，先進諸国の港湾制度は地方自治団体がそ

の主軸を形成しているが，韓国においては地方自治体はこのような役割を演じ

るのに未成熟な状態であった。とくに港湾自治には個別港湾の特性と調和した

運営制度の設定が重要な問題であると言える。

斡国での近代的港湾が発達したのは， 1876年日本と締結した丙子修好条約以

後のことであって，釜山港が1876年に開港され，次いで元山港が1880年，仁川

港が1883年の順に開港されることによって遂げられたものと考えることができ

る。韓国は三面が海に包囲された半島国家で，海洋の湾曲が発達しており，水

深も深くて港湾の開発において有利な地理的条件を備えている。海岸線の総延

長は16,856.7kmで・あり，その内，南韓全域が占める延数は12,788.7kmで、あり，

全体の76%を占めている。地域別海岸の特徴をみれば東海岸は屈曲が少なく，

単調であり，清い水と深い水深を維持し，海岸線の至る所に砂浜をなしてい
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る。干満の差は極めて少ないが波浪は高く，海底の砂は常に漂砂の移動現象が

甚だしい。また東海岸は南海岸に比べて波浪による波力が大きいので外郭施設

費が高額になる反面，海底地質が良好で，接岸施設費が比較的に少なく，埋没

量が少なくて維持法漆費が少ないのが特徴である。

西海岸は湾の屈曲が極めて甚だしく水深が浅く，波浪は弱いが，海底地質の

泥土が深く堆積しているため，軟弱地盤であり，接岸施設構築の工法に多くの

問題がある。

そのほか西海岸は干満の差が甚だしく仁川港と同様に開門式港湾の建設が必

要であり，階段式物揚場，浮桟橋などを利用するため，特殊施設の建設が要求

されることになる。

南海岸の特性は東西海岸の中間型であり，季節風の進入路である大海に接し

ており，台風が南海岸を通過する頻度が多いが，散在している多くの島しょに

よりその風力が弱まるため，東海岸に比べて外郭施設費が少ない。海底地盤は

多少泥土質の発達した所があるが，一般的に岩盤の深度が浅く湖l差もまた少な

いので，接岸施設の築造が容易である。

このように各海岸の特殊性があるが，港湾開発は南海岸が比較的に早くスター

トしたと見ることができる。

近代の初期港湾建設の様相は，まず施設の整備に重点があった。このような

整備は，戦争との関係からも加速化された。

しかし，8.15解放後、斡国港湾施設はその半分ぐらいが，既に老朽した旧式

施設で，それも6.25動乱により約45%の接岸施設と90%の陸上施設が破壊さ

れ，港湾の機能は麻痔状態となり，引き続き政局の混乱期における港湾の投資

は皆無なこともあり，港湾建設の空白時代をもたらした。動乱以後，また政治

的状況の混乱が生じたが，政局が安定し，港湾開発が考えられるようになった

のは 1次経済開発5カ年計画の社会間接部門として港湾開発計画がスター卜し

た。その後においても継続的経済開発計画による港湾部門の投資が重要な位置

を占めてきたのである。1966年を起点として1974年までの港湾開発を港湾発展

のための現代化の分岐点として韓国経済発展の新紀元を画した。その後， 4次

および5次経済社会発展5カ年計画 (1977～1986年〉により世界的水準まで向

上したのである。

田 地域開発と港湾機能

港湾と国民経済は，大部分の都市地域 ・国家全体の経済活動と港湾の開発お

よび運営に関係している。UNの資料によると，港湾は次のように4つの基本
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的な機能を効率的に遂行しなければ，港湾が経済的価値を高めることができな

い1510 1つは，港湾背後地から発生する国際貿易需要を効率的に経済的方法で

処理しなければならないこと。2つは，地域産業開発と貿易を促進させるため

の補助的な機能が十分に確定していなければならないこと。3つは，圏内用ば

かりでなく，中継 ・稿換貨物に対しても，効率的な処理をしなければならない

こと。4つは，輸送システムの新しい革新を推進しなければならない。また，

港湾は前 ・後方基地および海・陸の連結点として利用主体のために効率的な連

結施設の機能を行わなければならないことなどがある。

港湾が存在しなければ，西ヨーロッパ諸国は現在のような世界的な都市に発

展することができなかったということが強調され，港湾と地域経済開発の密接

な関係を提起している（6）。

このように港湾地域の展開やベルト状港湾の形成は，港湾機能に直接関わり

合いをもっ特定地域を限定することをますます困難なものとする。したがっ

て，一方では港湾経済 ・社会といわれるものの概念規定も困難なものとなるの

であろう。つまり，港湾経済 ・社会というものは，特定港湾機能とその機能を

とりまく近隣地域とでなるが，広範囲なベルト状港湾にあっては，メ トロポリ

タン，もしくはメガロポリス的な都市圏を共通の後背地としている。その場

合，港湾機能が直接的に関わり合いをもっ範囲はますます拡大するとともに，

協同一貫輸送なり，流通革新にともなう後背地は特定の単一港湾とは限らなく

なり，後背地の範囲は拡大し（7），内陸各地に展開するであろう。後背地範囲の

拡大は内陸交通の発展と，コンテナリゼーションなどの進展によ ってなされ，

港湾投資の効果は内陸の奥深い遠隔の地点においても波及するようになる。

流通システムの合理化と，港湾機能の合理化が推進されると，港湾と地域開

発の関係において，次のようなことが推定できる。広域港湾，ベルト状港湾の

発展により，後背地の拡大や港湾機能の効果が波及する範囲が港湾所在の近隣

地とかけはなれた内陸地帯に及ぶものとなるという理由から，地域開発の観点

から港湾機能をかみ合わせる方法を検討しなければならないことは明白であ

る。

N 港湾開発の国民経済性

港湾開発は地域と都市計画との連繋性を確立して行わなければならない。な

ぜなら，港湾開発は港湾機能に関連している背後都市の開発と直結される関係

がある。すなわち，港湾開発の拡充は都市内あるいは都市聞の人口 ・産業構造

および土地利用を変化させ， これが連鎖的に都市および地域産業の育成，集積
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の利益などをもたらして新しい港湾施設の需要を促進することになる。このよ

うな循環過程を通じて港湾と隣接する背後地域の人口 ・雇用 ・産業 ・交通体

系，都市構造などを変化させる。したがって，港湾計画は都市計画 ・地域計

画・国土計画などの上位計画と有機的な関連をもつことによって土地空間の効

率的な利用ができる。

港湾の国民経済的 ・社会的諸問題を無視した開発計画は，港湾の物的機能を

安易に地域開発の要因として考えるだけでは，港湾機能をして国民経済や地域

の立場からも公正なものとならないであろう（8）。

レオンチェフ（W.W.Leontief)は経済体制内の構造に深い｜刻心をも って

1970年に発表した 「米国の経済構造」と，その後これを総合的に整理した 「米

国の経済構造に関する研究」で米国の経済発展と経済成長は地域の均衡的な発

展がなければならないということを提示している（9)0 

このために港湾の開発・拡充と共に効率的な港湾の管理運営が必要であり，

港湾管理は社会科学的接近にあるが，総合的性格を帯びる（川。政府はそのため

に最近，経済規模すなわち物流量の急速な増加に対する新たな港湾需要に備え

て継続的に港湾を建設し，あるいは整備 ・拡充してきたのである。港湾を開発

するのに長期間の時聞が要求されるばかりではなく，莫大な財源がし、るが，と

くに港湾それ自体だけではなく，背後の関連経済条件をも総合的に(10配置する

ためには，事前に調査などを実施することが必要である。斡国では，海上物流

量の急激な増加にともなって港湾開発の要求は必然的現象と考えられている。

港湾建設における港湾機能の選択には海上輸送システムが急速に変化 ・発展

するにともない，港湾施設規模および形態も世界の港湾発展趨勢の変化に適応

しなければ、ならないのである。

v 国土開発と市民生活

国土開発と地域開発との関係を見ると，国土開発とは産業配置・人口配分 ・

交通計画 ・ 文化施設の設置 ・ 自然景観の保護などを含める総合的な土地利用(I~

という開発計画を追求して自然破壊を抑制し，人間と自然の調和の中で，住み

やすい文化的な人間生活環境を造成し，地域住民の福祉向上と格差是正を実現

し，物理的意味でも国土空間の合理的な秩序賦与をするべきである。したがっ

て，国土開発計画は国土および自然資源を総合的に開発・利用・保全すること

にあり，工業化の基盤を造成するというだけではなく，物理的な側面での国土

計画外の経済 ・社会 ・文化的な広い見地で国民福祉と生活の質（Qualityof 

life）を高めることが望ましいと考える。
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国家の経済政策や産業資本主義の発展の要請で，とくに生産と流通の合理化

によって，港湾機能と臨海工業の有機的 ・合理的結合が，様々な面で都市に大

きな影響を与えてきた。しかし，このことが必ずしも港湾と都市 ・市民との有

機的関係にあることを示すものではない。

いわば港湾と都市 ・市民との関連性をあらためて欧米における代表的な都市

と港の聞に求めるまでもなく，韓国では，きわめて大きな比重が国民経済 ・社

会の発展のためにあり，その両者の関係は明確なものではなく，むしろ欧米に

比して前近代的な関連性を有していることが考えられる。

とくに「港湾都市」としては，当然に都市と港湾の機能的整合｜生を図ること

が必須の課題となる。これは都市と港湾の交通体系を有機的にし，埋立地の利

用方法に都市問題の解決をふくめると共に，市民生活の中に港湾機能をしみこ

ませることである。これは環境問題として臨海公園や緑地化なども意義ある

が，問題の本質は 「港湾都市」の市民に対しても，港湾機能を有するがための

経済的メリッ卜を与えることであろう。これには様々な方法があるが，実現が

むずかしい課題でもある。

経済成長を中心とする一連の港湾問題の発生，公害問題および都市問題，自

然破壊や環境問題などの発生は，市民の自党と都市の主体性がようやく論じら

れ， 「港湾法」の一部改正によって市民生活の立場をも考慮、した臨海部の開発

が行われ，都市機能や市民生活に関係ある臨海部開発が考えられつつあるが3

それらの多くは物理的条件を主とするものであって，それでは港湾から都市を

考える基本的な問題意識とあまり関係していない。ここでの課題は，港湾から

都市を考えるとは，現象的な意味よりも本質的な点で，ターミナルと都市形成

の原点を深くみつめることにある。そこでは都市政策の原点にも港湾機能を明

確に位置づけることで， 「港湾都市」の概念からすれば，都心は港湾と一体と

なる。かつての 「港町」の理念、をいかに現代の 「港湾都市」に導入させるかと

いうことであるが，ここでは，単に 「港町」の形態や機能のみでなく，港湾機

能を土台とする制度的 ・ 機構的な変革と市民の精神的な成熟さを必要とするu~o

VI 地域社会開発と住民参加

幹国の地域計画は，都市計画法による都市計画と，国土建設総合計画法によ

る全国計画 ・特定地域計画 ・道計画 ・郡計画などがあるが，都市計画 ・地域計

画が中央政府の強力な統制下に行われ，地方自治体の自主的決定権が制約され

ている。

地域社会開発とは，地域社会における住民の参加と努力を通じ自発的に生活
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向上と発展のための諸般事業を計画 ・実施する住民運動を意味する(1-0。地域社

会開発の主体は理論的に地域住民であることが原則で，国家あるいは地方自治

体は，ただ住民の自助的な努力を支援 ・協力するものにすぎない。すなわち，

地域社会開発の企画段階から施行段階に至るまで住民が自発的に参加すること

であろう。

韓国をはじめとする開発途上国は，地域社会開発運動を推進するにおいて住

民の参加と自助的な協力を高めることを努めるべきであるが， しかし，実際に

おいては官主導的性格がつよい。開発途上国の住民からは地域社会開発運動へ

の自発的な参加を期待することは困難であるので，行政機関の先導的な役割は

さけられないが，行政機関の一方的な努力だけでは，地域社会開発運動の目的

を達することはできない。

韓国では，これまで都市計画の決定過程における住民参加がまったく実施さ

れてこなかった。ただ都市計画事業の執行の際，住民意見の聴取制をとってい

るが，それも形式主義にすぎなかった。その後， 1981年の都市計画法の改正

で，都市計画における住民参加が制度的に補償－されるよ うになった。

自治体の基本構想、および長期計画が長期展望的 ・政策的 ・概括的であるに比

し，都市計画は中期的・具体的 ・執行的であるので都市計画の作成の段階の住

民参加制度は住民および利害関係者との調整をその目的にしなければならな

い。都市計画事業は都市の基本構造を決定し，地域社会を大きく変貌させるの

で地方政府が独自的に決定するとか，地域の名望家のみの協議で決定するので

は不十分であり，住民参加が必要不可欠である。

表－ 1 行政指導の特性比較

特＼性～、、＼＼類～型＼、、 民主型・参加型 権威型・独裁型

為主 住民為主 官為主

与件の考慮 個別的 画一的

指導方法 接触・説得 ・理解 ・協議 威脅・強要・指示

内容 規制 ・保護 ・助言 規制l中心
公開・非公開 公開的 非公開的

コミュニケーション 双方交流的 一方的（下向的）

住民意見 多数意見の尊重 少数意見のみの尊重

強調 補償を強調 制裁を強調

指導の服 幅広い非公式的指導の活用 主に公式的指導に依存

指向性 民主性 能率性

決定 ・事務処理 創芯白性・慎重性 独断性・拙速性
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港湾は地方住民のものであると明言して，港湾の主人公が 「その港湾に最も

身近な利害関係を有し，その開発に情熱と愛情を有する地方住民」であるとい

う従来とは，根本的に異なる思想がとられるようになったのは，意義深いこと

である（日。

行政は選択であり，選択の如何によ って行政は政策を転換することができ

る。行政機能を通しての港湾機能への国家介入は，港湾経済において不可欠の

ものであるω現代的民主社会は，有機的結合なくしては港湾機能の近代化は望

まれない。市政と港政，また住民参加が総合的に推進されることが必要であ

る。

Vil 港・ウォーターフロント開発の課題

斡国は長い海岸線をもっている海洋国なので，地形的に良港を多く保有して

し、る。

南北韓の海岸線の総延長は16,857kmで，その中で南斡の全地域の占めてい

る海岸線の延長は12,789kmで，全海岸線の76%を占めている。この海岸線に

沿って各種の港湾がその重要度と港湾の立地的条件を考慮して港湾法第2条お

よび同施行令第1条の規定によって，指定港と工業港，さらに漁港と区別され

ている。

沿岸地域の活動がしだいに増大するにしたがって，多くの論文は，港湾は沿

岸都市の一部であり，沿岸都市は沿岸域の一部の開発地域であるという理解か

ら，港湾を含む沿岸域の多目的利用を強調している(I九急変する環境に適応す

るため，既存港湾の再開発と機能強化，都市化した沿岸の整備と親水性を高め

ることが必要である。親水性ある沿岸開発，港湾と沿岸を連繋する多目的用途

の新規開発および再開発などから，国土が狭くて干潟地がよく発達した韓国に

とっては示唆する点が多いし，韓国も秘極的な埋立事業の展開で国土拡張だけ

でなく土地の高度利用の増大にも努力しなければならないと思われる。

今後，ウォーターフロン トの開発が注目されているなかで，市民の親水空間

の場として港湾の役割はますます重要になるものと考えられる。しかし，筆者

は，ウォーターフロントの開発を都市的・長期的視座にとらえ，かけがえのな

い資源利用といった目的で3 計画 ・検討し，経済性のみに偏った短絡的な開発

に陥らない理念や理性をもつべきであると考える (I~。今後のWF開発を考える

上で，これらのことは極めて重要な示唆を与えているといえよう。

しかし，ウォーターフロント開発は，水域が存在していればどこでも成り立

つものではなく，あくまでも都市と一体となってはじめて機能することを再確
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認すべきである。つまり，ウォーターフロン卜は都市の中で切り取られた孤立

的な空間ではなく，アーがンコンテクスト（都市の文脈〉の中でとらえられな

ければならない。そうでなければ，どんなに質の高い施設をウォーターフロン

ト地先に立地させてもその利用頻度は高くならず，かえって開発のデメリット

を5怠5周しかねないのである。
現存のウォーターフロント開発が空間要請に対する空間供給源という意味に

のみ偏り，都市におけるウォーターフロントの位置づけが暖昧になり，マクロ

的展望をないがしろにしかねないことを示唆することにもなろう。ウォーター

フロントは，都市にとって有効な施策を展開できる最後の空間ともいえるもの

であり，次のようにウォーターフロン卜は明確なるビジョンのもとに開発計画

がなされるべきである。

市民生活沿岸としての機能

① 生産空間としての港湾

・工業生産の基地

・第3次産業の進出

－水産基地としての役割

② 生産空間としての港湾

－都市環境向上

・水辺への市民期待

．沿岸を市民に開放

・生活空間としての整備 オフィスヒ手ル ・テレポート，親水レジャー施

設，展示場

・新住居地の展開外国のビジネスマン住居，ホテル，ショッピングセン

ター，観光

③ 交通空間としての沿岸

・輸送構造の変化・モータプール

・物流機能の空間整備 ：木材貯木場，製材工場，食品加工

．広域交通

④ 港湾の総合的利用 港湾関連産業，港湾依存産業，コンテナ・ヤード

⑤ 沿岸収入の増大など

以上，いずれの場合でも，機能的に従来の港湾機能から港湾機能更新による

地域活性化の場合，とくに生活機能（都市機能〉の新規機能の導入の場合，都

市空間の延長としての生活空間づくりか，新規の大規模開発による新しい生活

空間づくり，または都市機能の一部の特化機能地区形成となるであろう。
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したがって，施設づくりや環境整備のみでなく，人々が集まり，賑わいと潤

いのある生活空間づくりが主要な課題となり，その開発の背景には，本質的に

は住民参加が必要不可欠なものと考える。
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